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不開示理由等 所管局部課等

1 R6.1.4 R6.1.16

東京交通労働組合自動車部品
川支部長、副支部長及び会計
の仕業雑勤務記録簿（令和５
年８月１日から同年１２月３
１日まで）

33 1
交通局自動車
部管理課

2 R6.1.4 R6.1.16

東京交通労働組合自動車部品
川支部長の勤務予定表（令和
５年８月１日から同年１２月
３１日まで）

5 1 1
（第７条２号）
職員の休暇等の表示は、公にすることにより、個人
の権利利益を害するおそれがあるため。

交通局自動車
部管理課

3 R6.1.4 R6.1.16

東京交通労働組合自動車部品
川副支部長及び会計の勤務予
定表（令和４年４月１日から
令和５年１２月３１日まで）

1
当該公文書は、実施期間では作成しておらず、存在
しないため。

交通局自動車
部管理課

4 R6.1.9 R6.1.22

勤務時間中の組合活動の承認
に関する事務取扱要領（平成
２１年３月３１日付２０交職
第１５１５号）

6 1
交通局職員部
労働課

5 R6.1.9 R6.1.22

　「勤務時間中の組合活動の
承認に関する事務取扱要領」
（２０交職第１５１５号）の
その他第９に「この要領に定
めるもののほか、職員が勤務
時間中に組合活動に従事する
場合の承認に関する事務の取
扱いに関し必要な事項は、職
員部労働課長が定める」と書
かれている。
　上記「職員部労働課長が定
めた必要な事項」が記載され
ている全ての文書

1 実施期間では作成しておらず、存在しないため。
交通局職員部
労働課

6 R5.12.9 R6.1.29

一般乗合旅客自動車運送事
業、一般貸切旅客自動車運送
事業の事業計画（事業用自動
車の数）変更事前届出書（平
成３０年度分から令和４年度
分まで）

352 1
交通局自動車
部車両課

7 R6.1.22 R6.1.29
契約番号０４－１８０３５
件名：バス営業所等電灯・電
力等単価請負工事について

16 1
交通局自動車
部管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条


